
 

第26回 ハンセン病問題に関する検証会議の 

提言に基づく再発防止検討会 
 

 

 

 

－ 議  事  次  第 － 
 

 

 

１．日 時  平成２５年８月８日（木）１４：００～１６：００ 
 

２．場 所  霞山会館「牡丹の間」 

 

３．議 題 

 

（１）開会 

 

（２）委員交代について 

 

（３）前回検討会以降の経過報告 

 

（４）今年度の検討会の進め方について 

 

（５）医療機関アンケート調査の結果報告について 

 

（６）都道府県アンケート調査の計画について 

 

（７）その他 

 

 

【配付資料】 

・資料１：「ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会」平成25年

度の進め方（案） 

・資料２：医療機関における患者と医療従事者の相互理解の促進に向けた取り組み等に関

するアンケート調査結果報告書 

・資料３：都道府県向けアンケート調査実施計画（座長提案） 



 

 

 
 

「ハンセン病問題に関する検証会議の提言に 

基づく再発防止検討会」に係る委員名簿 
 

                                              平成 25年 8月 8日現在   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  氏   名  所   属   等 

 安  藤  高 朗  （公社）全日本病院協会 副会長 

 今  泉  暢登志   （一社）日本病院会 副会長  

 今  村  定 臣  （公社）日本医師会 常任理事 

 内  田  博 文  九州大学名誉教授 

 尾  形  裕 也   東京大学政策ビジョン研究センター 特任教授 

 畔
くろ

  柳
やなぎ

 達 雄  弁護士 

 谺
こだま

    雄 二  違憲国賠訴訟全国原告団協議会 会長 

 小  森  直 之  （一社）日本医療法人協会 常務理事  

 鈴  木  利 廣  明治大学法科大学院 教授 

 高  橋  茂 樹  弁護士／医師 

 多田羅  浩 三  大阪大学 名誉教授 

 田  中    滋  慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授 

 中  島  豊 爾   （公社）全国自治体病院協議会 副会長 

 長  瀬  輝 諠   （公社）日本精神科病院協会 副会長 

 花  井  十 伍  全国薬害被害者団体連絡協議会 会長 

比  嘉 良 喬  （公社）日本歯科医師会 理事 

藤  垣  哲 彦 （公社）日本薬剤師会 副会長 

 藤  崎  陸 安  全国ハンセン病療養所入所者協議会 

   ◎は座長 ＊は座長代理 

◎ 

＊ 
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「ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会」 

平成 25年度の進め方（案） 

 

１．今年度の検討会の目的、具体的な検討内容 

検討会運営要綱 1 条、2 条③に基づき、検討会が提示した道筋の実施状況を確認。 

 

①国等における取り組み状況の確認 

 ・検討会報告書を受けて、国、関係団体等の取り組みが進んでいるか、定期的に確

認。 

 →取り組みが進んでいない場合、積極的な取り組みを要請。 

 

②都道府県における取り組み状況の確認 

 ・2 つの提言の柱に関する都道府県の取り組み状況を郵送アンケート調査、ヒアリ

ングで把握。 

 →客観的データに基づき、積極的な取り組みを呼びかけ。 

  

２．今年度のスケジュール 

第 1回検討会 

（8月） 

・前回検討会以降の経過報告 

・今年度の検討会の進め方 

・医療機関アンケート調査の結果報告 

・都道府県アンケート調査の計画検討 

第 2回検討会 

（10月） 

・都道府県アンケート調査の調査票等確定 

・国等における取り組み状況の確認①（対象は要協議） 

11～12月 ・都道府県アンケート調査の実施 

第 3回検討会 

（2月） 

・都道府県アンケート調査結果の報告・協議 

・国等における取り組み状況の確認②（都道府県を招聘してヒアリ

ング） 

 

 

資料１ 
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都道府県向けアンケート調査実施計画（座長提案） 

 

１．調査目的 

 

○本検討会が提出した報告書にそって、患者の権利に関する体系ならびに疾病を理由

とする差別・偏見の克服に向けた取り組みの状況等を継続的に把握する作業の一環

として、我が国の国民・社会（今年度は、都道府県・政令指定都市行政）における、

患者と医療従事者の相互理解の促進に向けた取り組み、疾病を理由とする差別・偏

見の克服に関する取り組みを把握することを目的とする。 

 

２．調査対象 

○都道府県・政令指定都市 保健衛生担当部署 全数 

→必要に応じて、教育委員会（学校教育、社会教育等）、人権啓発部署等に照会して

記入いただくことを想定。 

 

３．調査時期 

○平成 25 年 11 月～12 月（予定） 

 

４．調査方法 

○郵送配布・郵送回収のアンケート調査 

→アンケート調査結果をもとに、先進的な取り組みを行っている都道府県 3 ヶ所程度

を抽出し、検討会に招聘してヒアリング 

 

５．調査内容 

○以下のような項目について、最大 A4 8ページ程度を想定。 

○医療機関アンケートと比較できるよう項目設定に配慮。 

１．患者と医療従事者の相互理解の促進に向けた取り組み 

・内容：管内医療機関への取り組み依頼・要請、公的医療機関として自らが取り組み、

相互理解の促進に向けた普及・啓発等 

・対象：医療従事者、患者、地域社会等 

・所管部署：保健衛生部署、公的医療機関所管部署、教育委員会等 

 

２．疾病を理由とする差別・偏見の克服に関する取り組み 

・内容：正しい医学的知識の普及・啓発、人権教育の徹底、施策を推進するための組

織・機関の設置等 

・対象：医療従事者、患者、地域社会等 

・所管部署：保健衛生部署、教育委員会、人権啓発部署等 

 

資料３ 
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